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第40回定時株主総会決議ご通知 
 
拝啓 平素は、格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、本日開催の当社第40回定時株主総会において下記のとおり報告及び決議

されましたので、ご通知申し上げます。 

敬具 
 
記 
 

報告事項  １．第40期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告及

び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結

計算書類監査結果報告の件 

２．第40期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類の

内容報告の件 

  本件は、上記の内容を報告いたしました。 

決議事項   

 第１号議案  定款一部変更の件 

  
 
 本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のと

おりであります。 

   （下線は変更部分を示します。）

変更前 変更後 

（株主総会参考書類等のインターネ

ット開示とみなし提供） 

第 14 条 当会社は、株主総会の招集

に際し、株主総会参考書

類、事業報告、計算書類及

び連結計算書類に記載又は

表示をすべき事項に係る情

報を、法務省令に定めると

ころに従いインターネット

を利用する方法で開示する

ことにより、株主に対して

提供したものとみなすこと

ができる。 

 

（削 除） 

   



 

変更前 変更後 

（新 設） 

 

（電子提供措置等） 

第 14 条 当会社は、株主総会の招集に

際し、株主総会参考書類等の

内容である情報について、電

子提供措置をとるものとす

る。 

 ② 当会社は、電子提供措置をと

る事項のうち法務省令で定め

るものの全部又は一部につい

て、議決権の基準日までに書

面交付請求した株主に対して

交付する書面に記載しないこ

とができる。 

 

（新 設） 

 

附則 

（電子提供措置等に関する経過措置） 

① 現行定款第 14 条（株主総会参

考書類等のインターネット開

示とみなし提供）の削除及び

変更案第 14 条（電子提供措置

等）の新設は、会社法の一部

を改正する法律（令和元年法

律第 70 号）附則第１条ただし

書きに規定する改正規定の施

行の日である 2022 年９月１日

（以下、「施行日」という。）

から効力を生ずるものとす

る。 

 ② 前項の規定にかかわらず、施

行日から６か月以内の日を株

主総会の日とする株主総会に

ついては、現行定款第 14 条

（株主総会参考書類等のイン

ターネット開示とみなし提

供）はなお効力を有する。 

 ③ 本附則は、施行日から６か月

を経過した日又は前項の株主

総会の日から３か月を経過し

た日のいずれか遅い日後にこ

れを削除する。 

 

   

 第２号議案  取締役９名選任の件 

  

 

 本件は、原案どおり承認され、取締役に齋藤敏一、岡本利

治、安澤嘉丞、望月美佐緒、吉田智宣、河本宏子、阿部奈美、虎

山邦子、松井拓己の９名が選任され、就任いたしました。 

以上 



 

なお、本定時株主総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役が選定されま

した。この結果、当社の取締役及び監査役は、次のとおりとなりました。 

 

代 表 取 締 役  齋 藤 敏 一 

代 表 取 締 役  岡 本 利 治 

取 締 役  安 澤 嘉 丞 

取 締 役  望 月 美佐緒 

取 締 役  吉 田 智 宣 

取 締 役  河 本 宏 子 

取 締 役  阿 部 奈 美 

取 締 役  虎 山 邦 子 

取 締 役  松 井 拓 己 

監  査  役 （ 常 勤 ） 西 村 正 則 

監  査  役 （ 常 勤 ） 田 中 俊 和 

監 査 役  鉢 村   健 

監 査 役  生 田 美弥子 

 

（注）取締役のうち、河本宏子氏、阿部奈美氏、虎山邦子氏及び松井拓己氏は、

社外取締役であります。 

   監査役のうち、鉢村健氏及び生田美弥子氏は、社外監査役であります。 

 


